
j

J

i

l

-

-

1

1

i

l

i

s

p

:

:

I

I

I

l

o

 

i

-

-

i

6

:

.

;

;

l

;

i

1

i

 

i
 

十

t
l
'
o
!
;
4
・
6
1
i
1
4
1

・
J
同・
4a

・

・

・

h

・十

コ
ク

ヨ
タ
ゾ
ウ
シ
ヤ
国
造
結
石
川
郡
泉
に
在
る
。

初
め
は
弁
手
前
社
と
も
戚
空
蕗
祉
と
も
呼
ん
だ
の

を
、
明
治
五
年
十
一
周
同
遺
跡
散
と
し
た
。
石
川
訪

古
港
記
に
、
議
加
賀
凶
遣
の
跡
襲
を
担
っ
た
も
の
で
、

機
近
依
託
し
て
一
阪
空
践
と
す
る
も
の
は
恐
く
は
非
な

り
と
し
て
ゐ
る
。
し
か
し
、
そ
の
非
な
り
と
す
る
も

の
、
却
っ
て
謬
っ
て
居
る
の
で
あ
ら
う
。

ヨ
タ
ゾ
ウ
デ
ン
国
造
国
政
事
袈
略
既
裁
延
富

十
四
年
入
居
八
日
の
官
符
に
、
『
凶
進
国
四
百
十
一
町

五
段
。
越
前
倒
六
町
。
加
賀
凶
十
一
町
。
能
菅
凶
六

町
。
越
中
同
十
二
町
云
々
。
』
と
あ
る
。
閥
遣
問
は
閥

遣
の
家
系
を
偲
へ
た
も
の
a
A

受
〈
る
験
問
で
あ
る
か

ら
、
延
喜
時
代
に
も
街
加
賀
・
能
管
に
さ
う
し
た
者

が
存
約

L
て
鹿
た
の
で
あ
る
。

コ
タ
ゾ
ウ
ヤ
マ
図
鑑
山
鹿
島
郡
東
三
隣
の
郎

務
南
方
の
山
。
高
さ
六
三
米
。

コ
タ
ソ
マ
ツ
リ
粉
麓
祭
滞
政
の
時
、
十
一
周

十
三
日
塗
師
磁
の
も
の
は
粉
誕
祭
を
営
ん
だ
。
粉
奨

は
、
漆
総
務
材
の
合
は
せ
同
な
ど
を
密
着
す
る
材
料

で
あ
る
。

コ
タ
タ
イ
ジ
園
泰
寺
金
棒
南
京
寺
町
に
あ
っ
て
、

限
頂
山
と
蹴
し
、
臨
掛
宗
法
燃
波
の
本
山
越
中
射
水

郡
太
凶
村
の
掛
泰
寺
の
別
院
と
見
る
べ
き
も
の
で
あ

る
。
前
出
利
家
の
入
邸
以
後
公
儀
町
に
建
立
し
て
、

本
寺
よ
り
粂
帯
し
、
元
和
年
中
播
磨
和
簡
の
時
泉
野

に
組
合
地
を
賜
は
っ
て
堂
宇
を
再
興
し
た
。
境
内
に
松

源
庵
が
あ
っ
て
‘
慶
安
三
年
宗
震
が
建
立
し
た
の
だ

が
今
は
な
い
。

コ
タ
h
F
Z
叫
首
九
谷

J
タ
タ
ユ
ヤ
キ
九
谷
焼
。

コ
グ
チ
セ
ト
小
ロ
溺
戸
鹿
島
郡
鵜
浦
と
能
篭

島
野
崎
と
の
閲
以
西
の
海
峡
で
、
七
尾
南
憾
と
外
海

と
を
連
絡
せ
し
め
る
。

コ
グ
チ
ノ
ワ
タ
シ

散
村
扇
捕
と
い
ふ
厨
か
ら
、
能
登
島
の
日
出
ヶ
島
村

に
至
る
渡
ロ
を
い
ふ
。

ゴ
タ
デ
ン
御
供
田
石
川
郡
米
丸
郷
に
題
す
る

部
宮
市
。
三
宮
古
記
に
『
米
丸
保
日
御
供
田
』
と
見
え
、

白
山
由
来
書
に
は
、
『
鳥
羽
院
法
皇
長
承
二
年
十
周
朔

日
笛
凶
以
=
米
丸
保
-
御
寄
滋
日
御
供
利
所
也
。
』
と
あ

る
か
ら
、
白
山
富
の
御
供
田
の
あ
っ
た
地
で
あ
る
。

白
山
富
斑
般
競
中
記
録
嘉
蔵
ご
年
九
周
の
僚
に
‘
祉

官
等
御
供
田
の
訴
訟
に
よ
っ
て
白
山
の
神
輿
を
振
出

し
た
こ
と
の
あ
る
の
も
、
こ
の
地
に
関
す
る
こ
と
で

あ
ら
う
。
元
隊
十
周
年
の
郷
村
名
義
抄
に
も
、
佐
古

白
山
の
御
供
米
を
賞
献
し
た
か
ら
村
名
に
な
っ
た
と

記
し
て
ゐ
る
。
又
加
越
能
池
田
跡
緒
に
は
玉
鉾
村
の
宮

に
御
供
を
備
へ
た
の
で
あ
る
と
す
る
が
、
=
一
州
名
蹴

誌
に
は
そ
れ
を
説
で
あ
る
と
し
て
ゐ
る
。
又
鍵
永
誌

に
、
こ
の
村
領
の
館
と
い
ふ
所
に
土
屋
大
祭
助
・
隼

人
二
代
の
館
跡
が
あ
る
と
記
し
て
あ
る
。

ヨ
タ
テ
ン
イ
シ
ョ
ウ
国
典
異
謹
一
加
。
奥

村
築
資
響
。
文
政
元
年
の
自
序
が
あ
る
。
古
事
記
に

い
ふ
天
地
の
成
立
を
、
周
易
の
卦
交
に
照
ら
し
て
、

そ
の
理
の
合
一
す
る
所
以
を
説
い
た
も
の
。
著
者
は

叉
本
底
宣
長
の
古
事
記
偲
の
聴
畿
の
誤
を
論
じ
、
長

皐
者
が
偏
聞
の
見
識
を
以
て
、
徒
ら
に
漢
籍
を
排
す

る
弊
あ
る
を
指
摘
し
て
ゐ
る
。

ゴ
タ
デ
ン
シ
ラ
ヤ
マ
ジ
ン
タ
ヤ
御
供
宙
白
山
紳

結
石
川
郡
御
供
出
に
鎮
座
し
た
。
式
内
等
泊
四
位
記

に
、
『
御
供
田
白
山
静
社
。
米
丸
郷
御
供
田
村
銀
座
。

往
古
以
来
白
山
均
時
柿
祉
之
御
供
問
也
。
故
糊
誠
一
苫

々
。
』
と
見
え
る
。
今
御
供
田
の
紳
祉
は
跡
目
前
祉
と

帯
し
て
ゐ
る
。

ゴ
タ
デ
ン
ノ
サ
プ
ロ
Z

モ
ン
御
供
田
の
三
回
右

衛
門
石
川
郡
の
人
。
慶
長
九
年
に
十
村
を
命
ぜ
ら

れ
、
正
保
二
年
子
勘
四
郎
そ
の
後
を
襲
い
だ

0
4
ツ

司
。
ノ
ト
ノ
コ
タ
シ
能
管
の
同
司
。

2
タ
シ
ヂ
ン
ザ
イ
シ
ヤ
国
史
見
在
社
健
闘
天

泉
延
長
五
年
延
喜
式
捜
進
以
前
に
存
し
た
紳
祉
で
あ

り
な
が
ら
、
そ
の
御
名
帳
の
管
録
に
溺
れ
た
も
の
を

附
に
式
外
祉
と
講
す
る
。
し
か
し
、
臆
義
に
言
へ
ば

そ
の
以
後
に
創
建
せ
ら
れ
た
神
社
も
式
外
で
あ
る
か

ら
、
式
外
祉
に
し
て
六
闘
史
の
記
事
に
見
え
る
も
の

を
凶
史
見
在
祉
と
い
ふ
こ
と
も
あ
る
。
加
賀
で
は
治

問
若
御
子
融
枇
・
山
代
大
根
紳
枇
・
白
鳥
紳
枇
・
昨
分

制
鴨
神
駐
・
護
比
時
制
枇
、
能
資
で
は
高
倉
彦
前
世
、

及
び
も
と
越
中
で
現
に
加
賀
の
地
域
に
な
っ
た
手
向

紳
枇
は
闘
史
見
在
位
で
あ
る
。

コ
タ
ジ
シ
ョ
ウ
ヒ
モ
ン

F
ウ
園
事
昌
銀
問
答

別
名
老
若
問
答
集
。
外
に
飛
耳
諜
録
と
い
ふ
訴
が
あ

っ
て
、
記
繊
の
項
目
が
大
同
少
異
だ
か
ら
、
そ
の
初

稿
か
又
は
私
に
加
除
し
た
尉
本
で
あ
ら
う
。
内
容
は

加
賀
滞
の
種
々
の
央
政
に
闘
し
て
問
答
慨
に
記
し
た

も
の
で
、
箆
瞬
間
三
年
の
著
。
敏
文
に
は

ω替
軒
窓
鳩

子
習
と
あ
る
。
森
出
平
次
は
、
天
明
三
年
の
飛
鳥
川

記
に
、
御
臨
方
役
料
二
人
扶
持
・
銀
三
枚
丹
羽
四
郎

左
衛
門
と
あ
る
の
が
諜
鳩
子
で
あ
る
と
し
て
ゐ
る

が
、
丹
羽
忠
兵
衛
の
慢
と
普
い
た
も
の
も
あ
る
。
四

郎
左
衛
門
と
忠
兵
衛
と
同
人
で
あ
ら
う
か
。

ヨ
タ
シ
ヨ
イ
プ
ン
園
初
遺
文

J
カ
ハ

y
コ
タ

ジ
ョ
イ
プ

y

加
糖
凶
初
治
文
。

コ
ク
シ
ョ
ウ
ジ
国
松
寺
一
に
凶
塑
寺
又
は
同

昌
寺
に
作
る
。
越
資
質
三
州
志
に
、
高
治
元
年
十
周

十
二
日
前
回
利
常
の
能
美
郡
小
松
で
挺
じ
た
時
、
金

搾
の
質
問
寺
小
松
に
来
り
、
同
地
閥
松
寺
の
和
街
と

共
に
諭
経
し
、
次
い
で
古
市
左
近
脱
霊
は
凶
松
寺
で

殉
死
し
た
と
あ
る
。
今
小
松
に
こ
の
寺
践
が
な
い
。

ゴ
タ
シ
ョ
ウ
ジ
極
生
寺
鳳
至
郡
宇
留
地
に
在

っ
て
、
提
出
部
東
涯
に
臨
す
る
。

小
口
の
渡
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三
O
ニ

チ
ヤ
カ

y
y
ロ
ウ
土
屋
勘
四
郎
。

コ
タ
フ
国
府

4
カ
ガ
ノ
コ
タ
フ

府
o
ノ
ト
ノ
コ
タ
フ
能
資
の
例
府
。

ヨ
タ
フ
国
府
能
美
郡
徳
梼
郷
に
島
す
る
部
務
。

明
治
八
年
十
周
古
混
と
合
し
て
が
附
と
し
た
。

コ
タ
プ
圏
分
鹿
島
郡
矢
田
郷
に
臨
す
る
部

務
。
元
総
の
郷
村
名
義
抄
に
コ
タ
プ
y
又
は
コ
ク
ポ

と
訓
じ
て
あ
る
。
凶
分
寺
の
厨
在
で
あ
っ
た
か
ら
名

を
得
る
。

ヨ
タ
フ
シ
ョ
ウ
ケ
イ
圏
諸
鑓
径
一
帖
。
文
化

元
年
宮
町
農
胤
務
。
隠
慨
滞
侯
の
諮
・
官
依
・
誌
観
・

誕
辰
・
忌
辰
・
小
君
・
生
母
・
公
子
・
閥
腕
等
を
一
紙
に

記
載
し
て
携
帯
に
似
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
叉
前
著

が
縛
潟
を
絡
て
大
に
諌
謬
あ
る
に
京
っ
た
か
ら
、
文

政
八
年
鎌
周
が
更
に
自
策
し
て
家
臓
と
し
た
も
の
も

あ
る
。

加
賀
の
凶

コ
タ
プ
シ
ン
ス
ケ
国
府
新
助
前
出
利
長
に
仕

へ
て
千
石
を
受
け
た
。
子
採
世
々
相
鑓
ぐ
。

コ
タ
プ
ノ
リ
カ
ツ
園
府
乗
勝
逝
癖
佐
兵
衛
。

奥
左
衛
門
来
則
の
養
子
。
初
め
二
百
石
を
受
け
、
組

外
に
列
し
御
武
共
事
行
と
な
旬
、
天
明
五
年
五
十
石

を
加
へ
、
結
泉
院
附
御
用
人
・
欝
光
院
附
御
用
人
・
閥

御
附
物
頭
随
に
隠
任
し
、
文
政
六
年
残
し
た
。

ヨ
タ
プ
ン
ジ
国
分
寺
三
〉
加
賀
の
凶
分
寺

l

天
平
十
三
年
製
武
天
皇
閥
分
寺
遺
管
居
眠
願
の
笛
時
、

加
賀
は
向
越
前
に
麗
し
て
ゐ
た
が
、
弘
仁
十
周
年
そ

の
濁
ー
す
る
に
及
ん
で
凶
分
寺
を
定
置
す
る
必
要
に

泊
ら
れ
た
。
し
か
も
新
置
の
凶
と
し
て
直
に
之
を
語

審
す
る
こ
と
は
閑
錐
で
あ
っ
た
か
ら
.
近
江
・
和
泉

諸
闘
の
先
例
に
則
り
、
既
存
の
定
額
寺
を
凶
分
寺
に

代
用
す
る
便
法
を
採
っ
た
。
仁
明
天
皐
承
和
八
年
記

に
寸
九
眉
十
日
加
賀
凶
勝
興
寺
を
以
て
凶
分
寺
と
な

し
、
和
泉
の
閥
分
寺
に
准
じ
て
只
講
師
一
員
術
十
日


